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株式会社

証券コード8356
2019年５月31日

株主のみなさまへ 岐阜市神田町８丁目26番地

取締役頭取 村 瀬 幸 雄

第244期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当行第244期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネ

ット等）により議決権を行使することができます。お手数ながら「株主総
会参考書類」（７頁～16頁）をご検討くださいまして、「議決権行使につい
てのご案内」（４頁～６頁）に沿って議決権を行使していただきますようお
願い申しあげます。

敬 具
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記

1. 日 時 2019年６月21日（金曜日） 午前10時

2. 場 所 岐阜市神田町８丁目26番地 十六銀行本店３階会議室

3. 目的事項

▍報告事項
1. 第244期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件

2. 第244期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

▍決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
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下記の事項につきましては、法令および当行定款第17条の規定に基づき、インターネット上の
当行ホームページに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

①事業報告の 「当行の新株予約権等に関する事項」、「財務及び事業の方針の決定を
支配する者の在り方に関する基本方針」、「業務の適正を確保する体制」、「業務の
適正を確保する体制の運用状況の概要」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会
社等との間の取引に関する事項」 および「会計参与に関する事項」
②計算書類の 「株主資本等変動計算書」 および 「個別注記表」
③連結計算書類の 「連結株主資本等変動計算書」 および 「連結注記表」

監査役が監査した事業報告、計算書類および連結計算書類は、本招集ご通知に添付の事業報告、計算
書類および連結計算書類のほか、上記①から③までの事項となります。
会計監査人が監査した計算書類および連結計算書類は、本招集ご通知に添付の計算書類および連結計
算書類のほか、上記②および③の事項となります。

当行ホームページ https://www.juroku.co.jp/

● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。また、資源節約のため、この 「招集ご通知」 をご持参くださいますようお願い
申しあげます。

● 株主ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場
いただけませんので、ご注意願います。なお、介添が必要な場合には、事前にご連絡（ふ0120－
300－716）くださればご相談させていただきます。

● 株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当行ホームページ
（https://www.juroku.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会へのご出席にあたって

インターネットによる開示について
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インターネット

詳細は次ページ以降をご覧ください

当行指定の議決権行使サイト
▶ https://evote.tr.mufg.jp/
にアクセスしていただき、行使期限まで
に賛否をご入力ください。

行使期限

2019年６月20日（木）
午後５時15分まで

郵 送

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示
いただき、行使期限までに到着するよう
ご返送ください。

行使期限

2019年６月20日（木）
午後５時15分到着

株主総会ご出席

同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

2019年６月21日（金）
午前10時

株主総会開催日時

議決権は、株主のみなさまの大切な権利です。「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださ
いますようお願い申しあげます。
議決権の行使には以下の３つの方法がございます。
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電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォン、携帯電話から、
当行の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただき、議決権をご行使くださいます
ようお願い申しあげます。

https://evote.tr.mufg.jp/

議決権
行使期限 2019年６月20日（木）午後５時15分まで

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォンまたは携帯電話をご利用の場合
は、右記QRコードを利用してアクセスすることも可能です。

● お送りいたしました議決権行使書記載の 「仮パスワード」 は、ご行使される方が株主さまご本人で
あることを確認する手段ですので大切に保管願います。万一パスワードを忘れたり、紛失された場
合には、インターネットによる議決権行使およびすでに行使された内容の変更ができなくなります
のでご注意ください。

● 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
● インターネットによる議決権行使は、ファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルス
ソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主さまのインターネット利用
環境によっては、ご利用できない場合もございます。

● ご不明な点につきましては、ヘルプデスク（三菱UFJ信託銀行 0120-173-027）へお問い
合わせください。

ご注意！

ア ク セ ス 手 順 は 次 ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い

当 行 指 定 の 議 決 権 行 使 サ イ ト
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三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク)

ふ0120－173－027
（受付時間 9：00～21：00 通話料無料）

インターネットによる議決権行使について、
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

「次の画面へ」をクリック

ログインＩＤ、仮パスワードを入力し、
「ログイン」をクリック

新しいパスワードを入力し、
「送信」をクリック

QRコードを読み取る方法ログインID・パスワードを入力する方法

ログインIDおよびパスワードを入力することなく議決
権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト

お手持ちのスマートフォン等にて、議決権行使書用
紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

議決権行使ウェブ
サイトにアクセス
してください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙
に記載された「ロ
グインID」・「仮パ
スワード」をご入
力ください。

仮パスワードによ
るログインの際に
は、自動的にパス
ワード変更お手続
き画面になります
ので、株主さま任
意のパスワードに
変更してください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

11

4

2

3
2
QRコードでの議決権行使は１回に限り可能
です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、PC向
けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載
の「ログインID」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。

【機関投資家のみなさまへ】
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当行株主総会
における議決権行使の方法として、上記インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利
用いただけます。
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議案および参考事項

第１号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1 期末配当に関する事項
当行は金融取引を巡るリスクが多様化するなかにあって財務体質の一層の向上に留意しつつ、安定的な配

当を継続して実施することを基本方針としております。この基本方針に基づき、当期末の配当金につきまし
ては、次のとおりといたしたいと存じます。
なお、当期の中間配当金につきましては、１株につき35円をお支払いいたしておりますので、当期の年間

配当金は１株につき70円となります。

1 配当財産の種類 金銭といたします。

2 配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当行普通株式１株につき金35円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、1,307,512,255円となります。

3 剰余金の配当が効力を生じる日 2019年６月24日といたしたいと存じます。

2 その他の剰余金の処分に関する事項
内部留保金につきましては、強固な経営体質の構築と競争力の維持向上をはかるため、繰越利益剰余金か

ら別途積立金に積み立てるものであります。

1 増加する剰余金の項目
およびその額 別途積立金 8,000,000,000円

2 減少する剰余金の項目
およびその額 繰越利益剰余金 8,000,000,000円
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第２号議案 取締役９名選任の件
取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存

じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏名 現在の当行における地位等 取締役会への出席状況

1 再 任
むら せ ゆき お

村 瀬 幸 雄 取締役頭取 11/11回

2 再 任
いけ だ なお き

池 田 直 樹 取締役副頭取 10/11回

3 再 任
ひろ せ きみ お

廣 瀬 公 雄 取締役常務執行役員 11/11回

4 再 任
あき ば かず ひと

秋 葉 和 人 取締役常務執行役員 11/11回

5 再 任
しら き ゆき やす

白 木 幸 泰 取締役常務執行役員営業統括本部長 11/11回

6 再 任
いし ぐろ あき ひで

石 黒 明 秀 取締役執行役員経営管理部長 ９/９回

7 新 任
み しま しん

三 島 真 執行役員リスク管理部長 ―

8 再 任
く め ゆう じ

久 米 雄 二 社外取締役 独立役員 ９/９回

9 新 任
あさ の き く お

浅 野 紀久男 社外取締役候補者 独立役員（予定） ―
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生年月日

１９５６年１２月２３日

所有する当行の株式の数

9,500株

1 再 任
むら せ ゆき お

村 瀬 幸 雄
取締役会への出席状況

11 /11回

略歴、地位および担当
1979年４月 当行入行
1994年２月 同 名古屋駅前支店長
1998年４月 同 人事部長
2004年６月 同 常務取締役
2009年６月 同 専務取締役
2013年９月 同 取締役頭取（現任）

（代表取締役）

重要な兼職の状況
岐阜商工会議所会頭

取締役候補者とした理由
取締役頭取として、経営の重要事項の決定お
よび各取締役の職務執行の状況に対する監督
などにおいて適切かつ的確な役割を果たして
きており、銀行の経営管理を的確、公正かつ
効率的に遂行することができる知識および経
験を有しているため、当行取締役として適任
であると判断し、引き続き取締役候補者とし
ております。

特別の利害関係
村瀬幸雄と当行との間に特別の利害関係はあ
りません。

生年月日

１９５７年４月４日

所有する当行の株式の数

3,400株

2 再 任
いけ だ なお き

池 田 直 樹
取締役会への出席状況

10 /11回

略歴、地位および担当
1980年４月 当行入行
2005年４月 同 高山支店長
2008年６月 同 取締役名古屋支店長
2012年４月 同 取締役名古屋営業部長
2013年６月 同 常務取締役事務部長
2013年９月 同 常務取締役
2014年６月 同 取締役副頭取（現任）

（代表取締役）
（秘書室・経営管理部 担当）

取締役候補者とした理由
取締役副頭取として、頭取を補佐し、経営の
重要事項の決定および各取締役の職務執行の
状況に対する監督などにおいて適切かつ的確
な役割を果たしてきており、銀行の経営管理
を的確、公正かつ効率的に遂行することがで
きる知識および経験を有しているため、当行
取締役として適任であると判断し、引き続き
取締役候補者としております。

特別の利害関係
池田直樹と当行との間に特別の利害関係はあ
りません。
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生年月日

１９５９年２月１５日

所有する当行の株式の数

924株

3 再 任
ひろ せ きみ お

廣 瀬 公 雄
取締役会への出席状況

11 /11回

略歴、地位および担当
1982年４月 当行入行
2008年４月 同 高富支店長
2010年４月 同 コンプライアンス統括部長
2011年９月 同 執行役員コンプライアンス

統括部長
2013年６月 同 取締役名古屋営業部長
2014年６月 同 取締役本店営業部長
2016年６月 同 取締役常務執行役員（現任）

（リスク管理部、企業支援部、
事務部、監査部 担当）

取締役候補者とした理由
取締役常務執行役員として審査業務およびリ
スク管理業務等の統括に当たってきたほか、
主要営業店長を歴任してきており、銀行の経
営管理を的確、公正かつ効率的に遂行するこ
とができる知識および経験を有しているた
め、当行取締役として適任であると判断し、
引き続き取締役候補者としております。

特別の利害関係
廣瀬公雄と当行との間に特別の利害関係はあ
りません。

生年月日

１９５９年６月１６日

所有する当行の株式の数

2,179株

4 再 任
あき ば かず ひと

秋 葉 和 人
取締役会への出席状況

11 /11回

略歴、地位および担当
1983年４月 当行入行
2008年10月 同 春日井支店長
2010年６月 同 多治見支店長
2012年６月 同 執行役員多治見支店長
2012年10月 同 執行役員経営企画部長
2014年６月 同 取締役経営企画部長
2016年６月 同 取締役常務執行役員

営業統括本部長
2019年４月 同 取締役常務執行役員（現任）

（経営企画部、業務改革部、
市場証券部、地方公共団体：
岐阜県・岐阜市 担当）

取締役候補者とした理由
取締役常務執行役員として、営業企画業務等
の統括に当たってきたほか、経営企画業務、
主要営業店長としての経験も豊富であり、銀
行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行
することができる知識および経験を有してい
るため、当行取締役として適任であると判断
し、引き続き取締役候補者としております。

特別の利害関係
秋葉和人と当行との間に特別の利害関係はあ
りません。
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生年月日

１９６３年１月７日

所有する当行の株式の数

661株

5 再 任
しら き ゆき やす

白 木 幸 泰
取締役会への出席状況

11 /11回

略歴、地位および担当
1985年４月 当行入行
2010年４月 同 羽島支店長
2012年３月 同 各務原支店長
2014年６月 同 執行役員一宮支店長
2016年６月 同 常務執行役員愛知営業本部長
2017年６月 同 取締役常務執行役員

愛知営業本部長
兼営業統括副本部長

2019年４月 同 取締役常務執行役員
営業統括本部長（現任）
（営業統括本部、個人営業部、
法人営業部、公務営業部、
愛知営業本部 担当）

取締役候補者とした理由
取締役常務執行役員として愛知県内店舗の統
括に当たってきたほか、主要営業店長として
の経験も豊富であり、銀行の経営管理を的
確、公正かつ効率的に遂行することができる
知識および経験を有しているため、当行取締
役として適任であると判断し、引き続き取締
役候補者としております。

特別の利害関係
白木幸泰と当行との間に特別の利害関係はあ
りません。

生年月日

１９６３年９月１９日

所有する当行の株式の数

911株

6 再 任
いし ぐろ あき ひで

石 黒 明 秀
取締役会への出席状況

９/９回

略歴、地位および担当
1987年４月 当行入行
2009年６月 同 東海支店長
2011年10月 同 人事部課長
2014年４月 同 人事部副部長
2016年６月 同 経営管理部長
2017年６月 同 執行役員経営管理部長
2018年６月 同 取締役執行役員経営管理部長

（現任）

取締役候補者とした理由
取締役執行役員経営管理部長として、人事関
連業務、総務関連業務の統括に当たってきた
ほか、営業店業務の経験も豊富であり、銀行
の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行す
ることができる知識および経験を有している
ため、当行取締役として適任であると判断
し、引き続き取締役候補者としております。

特別の利害関係
石黒明秀と当行との間に特別の利害関係はあ
りません。
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生年月日

１９６４年７月２０日

所有する当行の株式の数

477株

7 新 任
み しま しん

三 島 真
取締役会への出席状況

―

略歴、地位および担当
1987年４月 当行入行
2010年１月 同 リスク統括部課長
2015年10月 同 蘇原支店長
2017年６月 同 リスク管理部長
2018年６月 同 執行役員リスク管理部長

兼マネー・ローンダリング対策
室長

2019年１月 同 執行役員リスク管理部長（現任）

取締役候補者とした理由
執行役員リスク管理部長として、各種リスク
管理業務の統括に当たってきたほか、営業店
業務の経験も豊富であり、銀行の経営管理を
的確、公正かつ効率的に遂行することができ
る知識および経験を有しているため、当行取
締役として適任であると判断し、取締役候補
者としております。

特別の利害関係
三島真と当行との間に特別の利害関係はあり
ません。

生年月日

１９４９年７月１４日

所有する当行の株式の数

0株

8
再 任

社外取締役

独立役員

く め ゆう じ

久 米 雄 二
取締役会への出席状況

９/９回

略歴、地位および担当
1972年４月 中部電力入社
2001年７月 同 支配人岡崎支店長
2003年６月 同 取締役販売本部大口営業部長
2005年６月 同 取締役執行役員販売本部法人

営業部長
2006年６月 同 常務取締役執行役員販売本部長
2007年６月 同 取締役専務執行役員販売本部長
2009年６月 同 取締役電気事業連合会出向

（専務理事）
2013年６月 同 参与電気事業連合会出向

（専務理事）
2014年６月 株式会社トーエネック代表取締役社長
2017年６月 同 相談役（現任）
2018年６月 当行取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社トーエネック 相談役
株式会社名古屋証券取引所 社外取締役

社外取締役候補者とした理由
民間企業で経営者を務めるなど、経営全般に
関する豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、経営上有用な意見・助言が期待できるた
め、当行取締役として適任であると判断し、
引き続き社外取締役候補者としております。

特別の利害関係
久米雄二氏と当行との間に特別の利害関係は
ありません。
取締役候補者久米雄二氏が相談役を務める株
式会社トーエネックは、当行と経常的な取引
を行っています。

（注）久米雄二氏は、現在当行の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
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生年月日

１９５９年２月１３日

所有する当行の株式の数

0株

9
新 任

社外取締役

独立役員（予定）

あさ の き く お

浅 野 紀久男
取締役会への出席状況

―

略歴、地位および担当
1982年４月 明治生命保険相互会社入社
2005年４月 明治安田生命保険相互会社収益

管理部長
2012年４月 同 執行役収益管理部長
2013年４月 同 執行役
2013年７月 同 常務執行役
2015年４月 同 専務執行役
2017年４月 明治安田ビルマネジメント株式会社

代表取締役社長（現任）

重要な兼職
明治安田ビルマネジメント株式会社
代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由
明治安田生命保険相互会社で専務執行役を務
めるなど、金融関連分野における豊富な経験
と幅広い見識を有しており、経営上有用な意
見・助言が期待できるため、社外取締役候補
者としております。

特別の利害関係
浅野紀久男氏と当行との間に特別の利害関係
はありません。
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（注）１．久米雄二氏および浅野紀久男氏は、16ページ記載の当行の「独立性判断基準」を満たした社外取締役
候補者であります。また、両氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに
基づく独立役員の候補者であります。
２．久米雄二氏が2017年６月まで代表取締役社長を務めた株式会社トーエネックは、2016年５月に、許
認可を受けていない建設業者と軽微基準を超える下請契約を締結したとして、国土交通省中部地方整備
局より監督処分（営業停止処分）を受けております。また、2016年11月には、太陽光発電設備工事の
作業中に発生した労働災害に関し、同局より監督処分（指示処分）を受けております。
３．当行は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において社外取締役との間
で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めております。
社外取締役候補者であります久米雄二氏は、当行との間で会社法第423条第１項に基づく損害賠償責

任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項第１号
ハに定める額を責任限度額とする契約を締結しておりますが、本総会において同氏が再任された場合
は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。また、浅野紀久男氏の選任が承認された場合、当
行は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。



株 主 総 会 参 考 書 類

株主総会参考書類15

第３号議案 補欠監査役１名選任の件
現在の補欠監査役選任の効力は、本総会開始の時までとなっておりますので、改めて、法令に定める監査役の

員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本決議の効力は、当行定款の定めにより、２年後の定時株主総会開始の時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

生年月日

１９７１年７月３日

所有する当行の株式の数

0株

社外監査役

独立役員（予定）

お がわ あき つゆ

小 川 晶 露
取締役会への出席状況

―
監査役会への出席状況

―

略歴および地位
2000年４月 弁護士登録（埼玉県）

清水総合法律事務所所属
2005年10月 弁護士登録（愛知県）
2008年10月 弁理士登録
2009年４月 啓明法律事務所所属（パートナー）
2013年５月 弁護士法人さくら合同さくら国際

特許法律事務所（パートナー）
2019年４月 あきつゆ国際特許法律事務所所長

（現任）

重要な兼職の状況
あきつゆ国際特許法律事務所所長
名古屋商科大学院准教授（ビジネス法）

社外監査役候補者とした理由
弁護士・弁理士として法務に精通しており、
その経験や見識から、取締役の職務執行の適
法性等に関する監査を的確、公正かつ効率的
に遂行することが期待できるため、当行監査
役として適任と判断し、補欠の社外監査役候
補者としております。

特別の利害関係
小川晶露氏と当行の間に特別な利害関係はあ
りません。

（注）１．小川晶露氏は16ページ記載の当行の「独立性判断基準」を満たした補欠の社外監査役候補者でありま
す。

２．候補者の選任が承認され、監査役に就任された場合には、株式会社東京証券取引所および株式会社名
古屋証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。
３．社外監査役との責任限定契約について

当行は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において社外監査役との間
で損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めております。
当行の社外監査役は、当行との間で会社法第423条第１項に基づく損害賠償責任について、その職務

を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項第１号ハに定める額を責任限
度額とする契約を締結しておりますが、小川晶露氏が監査役に就任された場合、当行は同氏との間で同
様の責任限定契約を締結する予定であります。
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【 独立性判断基準 】
当行は、社外取締役および社外監査役の独立性の判断基準として、当行が上場する金融商品取引所の定め

る「独立性基準」に加えて、以下の基準を定める。
１．次のいずれかに該当する者は、独立性の要件を満たしていない者とする。
（1）当行に対する売上高が直近事業年度の連結売上高の２％以上となる者
（2）当行が取引先に対する最上位の与信供与先であり、かつ仮に当該融資を直ちに回収した場合に事業

の継続に深刻な影響を及ぼすなど、当行の融資方針の変更により甚大な影響を与える者
（3）当行の総株主の議決権数に対する所有議決権数の割合が５％を超える者
（4）当行から過去３年平均で年間１千万円以上の金銭その他の財産を役員報酬以外に受領した者
２．前項の規定にかかわらず、他の合理的な理由を含めて総合的に判断した結果、実質的に独立性がある
と判断される場合には、独立性を認めることができる。
３．第１項の「者」が法人等である場合には、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する当該法人等
の業務執行者をいう。

以 上
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１ 当行の現況に関する事項
❶ 事業の経過及び成果等
イ．主要な事業内容
当行は、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業

務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業
務、社債受託業務、金融等デリバティブ取引業務、附
帯業務を営み、地域の金融パートナーとして、多様な
商品・サービスを提供しております。

ロ．金融経済の環境
当期のわが国経済は、米中間の貿易摩擦や英国の

EU離脱問題などにより、輸出や生産の鈍化が見られ
ました。企業の設備投資・個人消費は堅調に推移した
ことで景気を下支えし、一部に弱さは見られるものの
緩やかな回復の兆しが見られました。
当行の主要な営業基盤である岐阜・愛知両県におき

ましては、企業部門では輸出は横ばいの状況で推移
し、生産・設備投資は好調を維持しました。家計部門
では雇用、所得の良好な環境の下、個人消費が底堅く
推移し、総じて緩やかな成長が継続しました。

ハ．事業の経過及び成果
こうした状況のなか、当行は2017年４月より

「『第14次中期経営計画』 All For Your Smile ここ
ろにひびくサービスを～２nd Stage～」をスタート
させ、「お客さまおよび地域経済の成長への貢献」と
「地域を支えるため安定性・永続性のある収益構造」
が好循環するビジネスモデルへの変革をはかり、「お
客さまから必要とされ、お客さまとともに成長する金
融グループ」を目指して取り組んでおります。
株主のみなさまおよびお客さまのご支援のもと、全

役職員が結束して業務に邁進した結果、当期の業績は
次のとおりとなりました。

（預金等（譲渡性預金含む））
預金等につきましては、低コストかつ長期安定的な

資金を調達するとの観点から、地域に密着した積極的
な営業展開を行い、個人を中心に増加しました。ま
た、資産運用ニーズの高まりや多様化に的確にお応え
し、年金・終身保険を中心に個人預り資産が増加しま
した。
この結果、2019年３月末の預金等残高は、前期比

561億円増加の５兆5,798億円となりました。また、
個人預り資産残高は、前期比1,022億円増加の４兆
5,440億円となりました。
（貸出金）
貸出金につきましては、地元企業、特に中小企業の

資金需要に積極的にお応えするとともに、個人に対す
る住宅ローンの取扱いに努め、個人ローンを中心に増
加しました。
この結果、2019年３月末の貸出金残高は、前期比

992億円増加の４兆3,327億円となりました。
（有価証券）
有価証券につきましては、国債、地方債等の引受、

購入のほか、相場環境を注視しつつ、資金の効率的運
用のため、外国証券や投資信託等の売買を行いまし
た。
この結果、2019年３月末の有価証券残高は、前期

比459億円増加の１兆3,505億円となりました。
（国際業務）
国際業務につきましては、前期比で輸出取扱高が減

少したものの、大口の貿易外取引（資本取引）が発生
した結果、外国為替取扱高は前期比２億86百万ドル
増加の36億35百万ドルとなりました。
（損益）
経常収益は、資金運用収益および役務取引等収益が

増加したものの株式等売却益が減少したことなどか
ら、前期比13億９百万円減少の772億57百万円とな
りました。
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経常費用は、営業経費が減少したことなどから、前
期比36億90百万円減少の626億50百万円となりまし
た。
この結果、経常利益は前期比23億80百万円増加の

146億６百万円となり、当期純利益は前期比６億44
百万円増加の99億77百万円となりました。

（店舗網）
店舗につきましては、当期中に異動はなく、国内

149本支店・12出張所・１付随業務取扱事務所、海
外４駐在員事務所であります。
住宅ローン等の相談業務を行うローンサービスセン

ターにつきましても、当期中に異動はなく、17か所
であります。
店舗外現金自動設備につきましては、２か所を設置

し、16か所を廃止した結果、248か所となりました。
ATMネットワークにつきましては、三菱UFJ銀

行・名古屋銀行・百五銀行・愛知銀行・岐阜県下JA
バンク・岐阜県内６信用金庫など、15の金融機関と
無料相互開放を実施しております。また、セブン銀
行・イーネット・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうち
ょ銀行との提携を実施しております。

ニ．当行が対処すべき課題
地域金融機関を取り巻く環境をみますと、低金利環

境の長期化など厳しい経営環境が続いております。ま
た、地域経済は人口減少や少子高齢化の進展という構
造的な課題を抱えており、将来的な市場規模の縮小が
懸念されております。

こうした状況を背景として、地域金融機関にはお客
さまおよび地域経済の成長・発展に資する取組みをい
っそう充実させていくことが強く求められています。
こうした課題に対処するため、当行は2017年４月

よりスタートさせた「『第14次中期経営計画』 All
For Your Smile こころにひびくサービスを～２nd
Stage～」において「お客さまおよび地域経済の成長
への貢献」に取り組んでおります。
令和が幕明け、新たな時代におきましても、当行は

地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を果た
すべく、地域のお客さまに対して金融仲介機能を発揮
することで、お客さまおよび地域経済の成長・発展に
貢献してまいります。
また、東海東京フィナンシャル・ホールディングス

株式会社との包括的業務提携によって本年開業の十六
TT証券株式会社におきましては、地元を同じくする
両社の強みを活かした金融サービスを地域のみなさま
に提供してまいります。
こうした取組みを通じて、「お客さまから必要とさ

れ、お客さまとともに成長する金融グループ」を目指
し、一層の企業価値の向上に邁進してまいる所存であ
ります。
株主のみなさまにおかれましては、今後とも引き続

きご支援賜りますようお願い申しあげます。
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❷ 財産及び損益の状況 （単位：億円）

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
預 金 52,606 53,525 54,541 55,042
定 期 性 預 金 25,085 23,882 22,878 21,617
そ の 他 27,520 29,642 31,662 33,424

社 債 100 100 ─ ─
貸 出 金 39,435 40,404 42,335 43,327
個 人 向 け 12,962 13,928 15,381 16,352
中 小企業向け 16,379 16,827 17,257 16,728
そ の 他 10,093 9,648 9,696 10,247

商 品 有 価 証 券 11 7 5 3
有 価 証 券 17,958 13,429 13,046 13,505
国 債 5,880 4,456 3,993 3,493
そ の 他 12,078 8,973 9,053 10,011

総 資 産 61,622 59,867 60,397 63,171
内 国 為 替 取 扱 高 344,963 334,734 337,629 340,354
外 国 為 替 取 扱 高 百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル

3,261 3,402 3,349 3,635
経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円

19,058 11,998 12,226 14,606
当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円

12,276 9,182 9,333 9,977
１株当たり当期純利益 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

32.85 245.72 249.71 267.08
（注）１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

２．2017年10月１日付で、普通株式10株につき１株の割合で株式併合しております。2016年度の期首に株式併合が行われ
たと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。
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預金等 貸出金 有価証券
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43,327
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13,046 13,505

19,058

11,998 12,226

14,606

12,276

9,182 9,333
9,977

預金等・貸出金・有価証券の推移 （単位：億円）

経常利益・当期純利益の推移 （単位：百万円）
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❸ 使用人の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

使 用 人 数 2,987人 3,192人
平 均 年 齢 41年５月 40年７月
平 均 勤 続 年 数 18年６月 17年８月
平 均 給 与 月 額 379千円 383千円

（注）１．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
２．使用人数には、臨時雇員および嘱託は含まれておりません。
３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

❹ 営業所等の状況
イ．営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末
岐 阜 県 105店

うち出張所
（ 11 ） 105店

うち出張所
（ 11 ）

愛 知 県 53 （ 1 ） 53 （ 1 ）

三 重 県 1 （ ― ） 1 （ ― ）

東 京 都 1 （ ― ） 1 （ ― ）

大 阪 府 1 （ ― ） 1 （ ― ）

合 計 161 （ 12 ） 161 （ 12 ）
（注）上記のほか、当年度末において付随業務取扱事務所を１か所（前年度末１か所）、海外駐在員事務所を４か所（前年度末４か

所）、店舗外現金自動設備を248か所（前年度末262か所）、そのほかに、イーネット参加銀行と共同で12,377か所（前年度
末12,894か所）、セブン銀行ならびに同行との提携銀行と共同で23,367か所（前年度末22,668か所）、ローソン銀行ならび
に同行との提携銀行と共同で13,441か所（前年度末12,783か所）の店舗外現金自動設備を設置しております。

ロ．当年度新設営業所
該当事項はありません。
（注）当年度において店舗外現金自動設備を可児市子育て健康プラザ（岐阜県可児市）、ららぽーと名古屋みなとアクルス（名古屋

市港区）の２か所新設いたしました。また、イーネット参加銀行と共同で408か所、セブン銀行ならびに同行との提携銀行と
共同で1,545か所、ローソン銀行ならびに同行との提携銀行と共同で1,065か所の店舗外現金自動設備を設置いたしました。
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❺ 設備投資の状況
イ．設備投資の総額

（単位：百万円）
設備投資の総額 1,570

ロ．重要な設備の新設等
該当事項はありません。

❻ 重要な親会社及び子会社等の状況
イ．親会社の状況
該当事項はありません。

ロ．子会社等の状況

会 社 名 所 在 地 主 要
業務内容

設 立
年月日 資本金

当行が有する
子会社等の
議決権比率

その他

十六ビジネスサービス株式会社 岐阜市中竹屋町34番地 事務受託業務 1979年
１月16日

百万円
10

％
100.00 ─

株式会社十六総合研究所 岐阜市神田町７丁目12番地 調査・研究
業務

2013年
６月28日 50 100.00 ─

株式会社十六カード 岐阜市神田町７丁目12番地 クレジット
カード業務

1982年
８月13日 55 49.77 ─

十六リース株式会社 岐阜市神田町７丁目12番地 リース業務 1975年
３月11日 102 36.28 ─

十六コンピュータサービス株式会社 岐阜市神田町７丁目12番地 コンピュータ
関連業務

1985年
８月１日 245 26.79 ─

十六信用保証株式会社 岐阜市神田町７丁目12番地 信用保証業務 1979年
５月23日 58 38.03 ─

（注）１．当行の連結対象子会社等は、上記６社であります。
当期の連結経常収益は105,086百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は10,658百万円であります。

２．子会社等の資本金は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
３．当行が有する子会社等の議決権比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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重要な業務提携の概況
１．地方銀行64行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等のサービス（略称ACS）を
行っております。

２．地方銀行64行と都市銀行、信託銀行、第二地方銀行協会加盟行、信用金庫、信用組合、系統農協・信漁連
（農林中金、信連を含む）、労働金庫との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し等の
サービス（略称MICS）を行っております。

３．地銀ネットワークサービス株式会社（地方銀行64行の共同出資会社、略称CNS）において、データ伝送
の方法により取引先企業との間の総合振込・口座振替・入出金取引明細等各種データの授受のサービス等
を行っております。

❼ 事業譲渡等の状況
該当事項はありません。

❽ その他銀行の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
❶ 会社役員の状況

（2018年度末現在）
氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 そ の 他

村 瀬 幸 雄 （代 表 取 締 役）
取 締 役 頭 取 岐阜商工会議所 会頭

池 田 直 樹
（代 表 取 締 役）
取 締 役 副 頭 取
（秘書室・経営管理部 担当）

太 田 裕 之
取締役専務執行役員
（経営企画部・業務改革部・
十六ＴＴ証券株式会社開業準備 担当）

（注）３

廣 瀬 公 雄
取締役常務執行役員
（リ ス ク 管 理 部 ・
企業支援部・事務部・監査部 担当）

秋 葉 和 人
取締役常務執行役員営業統括本部長
（営業統括本部・個人営業部・
法人営業部・公務営業部・市場証券部 担当）

（注）３

白 木 幸 泰
取締役常務執行役員
愛知営業本部長兼営業統括副本部長
（愛 知 営 業 本 部 担 当）

（注）３

石 黒 明 秀 取 締 役 執 行 役 員
経 営 管 理 部 長

髙 松 泰 治 取 締 役
（社 外 取 締 役） （注）１

久 米 雄 二 取 締 役
（社 外 取 締 役）

株式会社トーエネック 相談役
株式会社名古屋証券取引所 社外取締役 （注）１

岩 田 浩 二 常 勤 監 査 役
石 川 直 彦 常 勤 監 査 役

河 野 英 雄 監 査 役
（社 外 監 査 役）

名古屋鉄道株式会社 相談役
中部日本放送株式会社 社外取締役 （注）１

石 原 真 二 監 査 役
（社 外 監 査 役）

石原総合法律事務所 所長
株式会社オータケ 社外取締役（監査等委員）
矢作建設工業株式会社 社外取締役

（注）１

（注）１．取締役髙松泰治氏および久米雄二氏ならびに監査役河野英雄氏および石原真二氏につきましては、株式会社東京証券取引
所および株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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２．当事業年度中に辞任した監査役は次のとおりであります。

氏 名 辞任時の地位及び担当 辞 任 日

佐々木 彰 憲 常 勤 監 査 役 2018年６月22日

堀 雅 博 監 査 役
（社 外 監 査 役） 2018年６月22日

３．2019年４月１日付で次のとおり取締役の地位及び担当の異動がありました。

氏 名
地 位 及 び 担 当

新 旧

太 田 裕 之 取 締 役 専 務 執 行 役 員
（十六ＴＴ証券株式会社開業準備 担当）

取 締 役 専 務 執 行 役 員
（経 営 企 画 部 ・ 業 務 改 革 部 ・
十六ＴＴ証券株式会社開業準備 担当）

秋 葉 和 人
取 締 役 常 務 執 行 役 員
（経営企画部・業務改革部・市場証券部・
地方公共団体（岐阜県・岐阜市） 担当）

取締役常務執行役員営業統括本部長
（営 業 統 括 本 部 ・ 個 人 営 業 部 ・
法人営業部・公務営業部・市場証券部 担当）

白 木 幸 泰
取締役常務執行役員営業統括本部長
（営 業 統 括 本 部 ・ 個 人 営 業 部 ・
法人営業部・公務営業部・愛知営業本部 担当）

取 締 役 常 務 執 行 役 員
愛知営業本部長兼営業統括副本部長
（愛 知 営 業 本 部 担 当）

❷ 会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支給人数 報 酬 等

取 締 役 11人 343（84）

監 査 役 6人 48 （―）

計 17人 391（84）
（注）１．上記には、2018年６月22日開催の第243期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名および辞任した監査役２

名を含んでおります。
２．報酬等の（ ）内は、確定金額報酬以外の金額（内書き）であります。
３．確定金額報酬は、2013年６月27日開催の第238期定時株主総会において、取締役は年額330百万円以内、監査役は年額
80百万円以内と決議されております。

４．取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る業績連動型報酬60百万円、株式報酬型ストック・オプション報酬24百万円
を含めております。なお、業績連動型報酬の報酬枠（当期純利益水準に応じて最大100百万円）および株式報酬型ストッ
ク・オプションの報酬枠（年額80百万円以内）は、2013年６月27日開催の第238期定時株主総会において決議されて
おります。
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❸ 責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

（社外取締役）
髙 松 泰 治

会社法第423条第１項に基づく損害賠償責任について、その職務を行うに
つき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項第１号ハ
に定める額を責任限度額とする契約を締結しております。

（社外取締役）
久 米 雄 二
（社外監査役）
河 野 英 雄
（社外監査役）
石 原 真 二
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３ 社外役員に関する事項
❶ 社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼職その他の状況
（社外取締役）
髙 松 泰 治
（社外取締役）
久 米 雄 二

株式会社トーエネック 相談役
株式会社名古屋証券取引所 社外取締役

（社外監査役）
河 野 英 雄

名古屋鉄道株式会社 相談役
中部日本放送株式会社 社外取締役

（社外監査役）
石 原 真 二

石原総合法律事務所 所長
株式会社オータケ 社外取締役（監査等委員）
矢作建設工業株式会社 社外取締役

（注）社外役員が兼職している他の法人等と当行との間には、特別な関係はありません。
なお、株式会社トーエネック、名古屋鉄道株式会社および矢作建設工業株式会社と当行の間には、一般の取引と同様の条件に
よる貸出取引があります。

❷ 社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取締役会及び監査役会への出席状況 取締役会及び監査役会に
おける発言その他の活動状況

（社外取締役）
髙 松 泰 治

2015年６月19日
～

2019年３月31日
当事業年度開催の取締役会11回のうち11
回すべてに出席しました。

金融機関での経営者としての豊富な経験と
幅広い見識に基づき、当行の経営全般に対
して発言を行いました。

（社外取締役）
久 米 雄 二

2018年６月22日
～

2019年３月31日
当事業年度開催の取締役会11回のうち在
任期間中の９回すべてに出席しました。

民間企業での経営者としての豊富な経験と
幅広い見識に基づき、当行の経営全般に対
して発言を行いました。

（社外監査役）
河 野 英 雄

2016年６月24日
～

2019年３月31日

当事業年度開催の取締役会11回のうち11
回すべてに、また、当事業年度開催の監査
役会12回のうち12回すべてに出席しまし
た。

民間企業での経営者としての豊富な経験と
幅広い見識に基づき、当行の経営全般に対
して発言を行いました。

（社外監査役）
石 原 真 二

2018年６月22日
～

2019年３月31日

当事業年度開催の取締役会11回のうち在
任期間中の９回すべてに、また、当事業年
度開催の監査役会12回のうち在任期間中
の９回すべてに出席しました。

弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と
高い見識から、当行の経営全般に対して発
言を行いました。

❸ 社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等
報酬等の合計 6人 21 ―

（注）上記には、2018年６月22日開催の第243期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名および辞任した監査役１名を
含んでおります。
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事業報告 28

４

❹ 社外役員の意見
該当事項はありません。

当行の株式に関する事項
❶ 株 式 数 発行可能株式総数 46,000千株

発行済株式の総数 37,924千株
（注）株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

❷ 当年度末株主数 18,772名

❸ 大 株 主

株主の氏名又は名称
当行への出資状況

持株数等 持株比率
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口）

千株
2,604

％
6.97

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社 1,233 3.30
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口 ９） 1,145 3.06

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,073 2.87
十 六 銀 行 従 業 員 持 株 会 1,068 2.86
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,019 2.72
フ ジ パ ン グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社 959 2.56
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 925 2.47
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00 710 1.90
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 592 1.58
（注）１．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２．持株比率は、自己株式（566千株）を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。



事 業 報 告

事業報告29

５ 会計監査人に関する事項
❶ 会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏名又は名称 当該事業年度に
係 る 報 酬 等 そ の 他

有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 小暮和敏
指定有限責任社員 鈴木晴久
指定有限責任社員 家元清文

70

（報酬等について監査役会が会社法第399条第1項の同
意をした理由）
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行

状況、監査報酬の見積根拠などが適切であるかについて
確認し検討を行った結果、会計監査人の報酬の額につい
て同意いたしました。
（対価を伴う非監査業務の内容）
・金融検査マニュアルに基づく内部管理態勢のレビュー
業務

（注）１．上記監査法人に当行、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は、77百万円であります。
２．当行と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬等
の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、「当該事業年度に係る報酬等」には「金融商品取引法」に
基づく監査の報酬額を含めております。

❷ 責任限定契約
該当事項はありません。

❸ 会計監査人に関するその他の事項
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第１項に定める解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見

込みがないと判断した場合には、監査役全員の同意により解任いたします。
また、上記の場合のほか、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計

監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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計算書類 30

（単位：百万円）第244期末（2019年３月31日現在）貸借対照表
科 目 金 額
（資産の部）

現 金 預 け 金 487,033
現 金 62,513
預 け 金 424,519

商 品 有 価 証 券 378
商 品 国 債 308
商 品 地 方 債 69

金 銭 の 信 託 7,011
有 価 証 券 1,350,520
国 債 349,322
地 方 債 265,972
社 債 189,067
株 式 138,631
そ の 他 の 証 券 407,526

貸 出 金 4,332,778
割 引 手 形 29,354
手 形 貸 付 129,536
証 書 貸 付 3,768,406
当 座 貸 越 405,480

外 国 為 替 6,455
外 国 他 店 預 け 4,645
買 入 外 国 為 替 1,064
取 立 外 国 為 替 745

そ の 他 資 産 68,134
未 決 済 為 替 貸 481
前 払 費 用 11
未 収 収 益 4,146
先 物 取 引 差 入 証 拠 金 546
金 融 派 生 商 品 5,745
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 280
そ の 他 の 資 産 56,923

有 形 固 定 資 産 58,747
建 物 12,194
土 地 43,641
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 2,911

無 形 固 定 資 産 6,997
ソ フ ト ウ ェ ア 3,544
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 29
の れ ん 2,874
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 548

前 払 年 金 費 用 4,369
支 払 承 諾 見 返 17,068
貸 倒 引 当 金 △22,338

資 産 の 部 合 計 6,317,155

科 目 金 額
（負債の部）

預 金 5,504,225
当 座 預 金 362,399
普 通 預 金 2,797,795
貯 蓄 預 金 91,786
通 知 預 金 31,699
定 期 預 金 2,161,734
そ の 他 の 預 金 58,810

譲 渡 性 預 金 75,600
売 現 先 勘 定 186,071
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 105,930
借 用 金 41,542
借 入 金 41,542

外 国 為 替 965
売 渡 外 国 為 替 751
未 払 外 国 為 替 213

そ の 他 負 債 17,289
未 決 済 為 替 借 352
未 払 法 人 税 等 2,501
未 払 費 用 2,445
前 受 収 益 1,172
従 業 員 預 り 金 2,729
金 融 派 生 商 品 5,773
金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 430
資 産 除 去 債 務 215
そ の 他 の 負 債 1,670

賞 与 引 当 金 1,250
退 職 給 付 引 当 金 6,204
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 670
偶 発 損 失 引 当 金 647
繰 延 税 金 負 債 14,541
再評価に係る繰延税金負債 7,130
支 払 承 諾 17,068
負 債 の 部 合 計 5,979,138

（純資産の部）
資 本 金 36,839
資 本 剰 余 金 47,827
資 本 準 備 金 47,815
そ の 他 資 本 剰 余 金 12

利 益 剰 余 金 187,270
利 益 準 備 金 20,154
そ の 他 利 益 剰 余 金 167,115
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 0
別 途 積 立 金 154,700
繰 越 利 益 剰 余 金 12,414

自 己 株 式 △1,585
株 主 資 本 合 計 270,351
その他有価証券評価差額金 53,470
土 地 再 評 価 差 額 金 14,035
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 67,505
新 株 予 約 権 159
純 資 産 の 部 合 計 338,017
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 6,317,155



計 算 書 類

計算書類31

第244期（ ）損益計算書2018年４月１日から
2019年３月31日まで （単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 77,257
資 金 運 用 収 益 53,614
貸 出 金 利 息 39,632
有 価 証 券 利 息 配 当 金 13,550
コ ー ル ロ ー ン 利 息 5
預 け 金 利 息 226
そ の 他 の 受 入 利 息 200

役 務 取 引 等 収 益 15,734
受 入 為 替 手 数 料 4,435
そ の 他 の 役 務 収 益 11,299

そ の 他 業 務 収 益 3,338
外 国 為 替 売 買 益 697
国 債 等 債 券 売 却 益 2,636
国 債 等 債 券 償 還 益 4

そ の 他 経 常 収 益 4,569
償 却 債 権 取 立 益 2
株 式 等 売 却 益 3,084
金 銭 の 信 託 運 用 益 91
そ の 他 の 経 常 収 益 1,391

経 常 費 用 62,650
資 金 調 達 費 用 3,780
預 金 利 息 985
譲 渡 性 預 金 利 息 18
コ ー ル マ ネ ー 利 息 4
売 現 先 利 息 2,456
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 4
借 用 金 利 息 283
そ の 他 の 支 払 利 息 28

役 務 取 引 等 費 用 6,688
支 払 為 替 手 数 料 901
そ の 他 の 役 務 費 用 5,786

そ の 他 業 務 費 用 3,881
商 品 有 価 証 券 売 買 損 4
国 債 等 債 券 売 却 損 2,710
国 債 等 債 券 償 却 9
金 融 派 生 商 品 費 用 1,158

営 業 経 費 44,974
そ の 他 経 常 費 用 3,325
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1,900
貸 出 金 償 却 0
株 式 等 売 却 損 956
そ の 他 の 経 常 費 用 468

経 常 利 益 14,606
特 別 利 益 66
固 定 資 産 処 分 益 66

特 別 損 失 266
固 定 資 産 処 分 損 78
減 損 損 失 188

税 引 前 当 期 純 利 益 14,406
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,868
法 人 税 等 調 整 額 560
法 人 税 等 合 計 4,428
当 期 純 利 益 9,977
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連結計算書類 32

（単位：百万円）第244期末（2019年３月31日現在）連結貸借対照表
科 目 金 額
（資産の部）

現 金 預 け 金 487,166
商 品 有 価 証 券 378
金 銭 の 信 託 7,011
有 価 証 券 1,345,422
貸 出 金 4,304,066
外 国 為 替 6,455
リース債権及びリース投資資産 55,578
そ の 他 資 産 95,367
有 形 固 定 資 産 63,387
建 物 12,521
土 地 45,918
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 4,947

無 形 固 定 資 産 7,236
ソ フ ト ウ ェ ア 3,771
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 29
の れ ん 2,874
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 560

退 職 給 付 に 係 る 資 産 3,890
繰 延 税 金 資 産 660
支 払 承 諾 見 返 17,302
貸 倒 引 当 金 △24,767

資 産 の 部 合 計 6,369,156

科 目 金 額
（負債の部）

預 金 5,492,227
譲 渡 性 預 金 55,600
売 現 先 勘 定 186,071
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 105,930
借 用 金 62,828
外 国 為 替 965
そ の 他 負 債 46,980
賞 与 引 当 金 1,453
役 員 賞 与 引 当 金 24
退 職 給 付 に 係 る 負 債 6,470
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 9
睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 670
偶 発 損 失 引 当 金 831
繰 延 税 金 負 債 14,461
再評価に係る繰延税金負債 7,130
支 払 承 諾 17,302
負 債 の 部 合 計 5,998,958

（純資産の部）
資 本 金 36,839
資 本 剰 余 金 50,190
利 益 剰 余 金 201,322
自 己 株 式 △1,585
株 主 資 本 合 計 286,766
その他有価証券評価差額金 53,698
土 地 再 評 価 差 額 金 14,035
退職給付に係る調整累計額 △430
その他の包括利益累計額合計 67,302
新 株 予 約 権 159
非 支 配 株 主 持 分 15,969
純 資 産 の 部 合 計 370,198
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 6,369,156



連 結 計 算 書 類

連結計算書類33

第244期（ ）連結損益計算書2018年４月１日から
2019年３月31日まで （単位：百万円）

科 目 金 額
経 常 収 益 105,086
資 金 運 用 収 益 53,763
貸 出 金 利 息 39,699
有 価 証 券 利 息 配 当 金 13,613
コールローン利息及び買入手形利息 5
預 け 金 利 息 226
そ の 他 の 受 入 利 息 218

役 務 取 引 等 収 益 20,180
そ の 他 業 務 収 益 26,178
そ の 他 経 常 収 益 4,963
償 却 債 権 取 立 益 12
そ の 他 の 経 常 収 益 4,950

経 常 費 用 88,808
資 金 調 達 費 用 3,867
預 金 利 息 985
譲 渡 性 預 金 利 息 18
コールマネー利息及び売渡手形利息 4
売 現 先 利 息 2,456
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 4
借 用 金 利 息 364
そ の 他 の 支 払 利 息 34

役 務 取 引 等 費 用 6,779
そ の 他 業 務 費 用 24,507
営 業 経 費 50,099
そ の 他 経 常 費 用 3,554
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,122
そ の 他 の 経 常 費 用 1,432

経 常 利 益 16,277
特 別 利 益 66
固 定 資 産 処 分 益 66

特 別 損 失 280
固 定 資 産 処 分 損 91
減 損 損 失 188

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 16,063
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,335
法 人 税 等 調 整 額 553
法 人 税 等 合 計 4,888
当 期 純 利 益 11,175
非支配株主に帰属する当期純利益 517
親会社株主に帰属する当期純利益 10,658
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監査報告書 34

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月13日

株式会社 十 六 銀 行
取 締 役 会 御 中 有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 暮 和 敏 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 晴 久 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 家 元 清 文 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社十六銀行の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第244期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれ
る。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月13日

株式会社 十 六 銀 行
取 締 役 会 御 中 有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 暮 和 敏 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 晴 久 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 家 元 清 文 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社十六銀行の2018年４月１日から2019年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社十六銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第244期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が

作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締
役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及
びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、その構築及び運用の状況を確認いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査
の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から、職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締役
の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月13日

株式会社 十六銀行 監査役会
常勤監査役 岩 田 浩 二 ㊞
常勤監査役 石 川 直 彦 ㊞
社外監査役 河 野 英 雄 ㊞
社外監査役 石 原 真 二 ㊞

以 上
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